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９９  そそのの他他のの制制度度等等  

(1) 福祉機器の紹介 

介護用品や車いすなどの福祉機器を紹介しています。 

 

社会福祉協議会 福祉機器・介護用品展示室 

月曜日～金曜日 午前９時～午後４時 

中央１丁目 1 番 15 号 市総合福祉センター５階 

TEL：636-1215 

 

 

 

 

 

(2) 所得の控除 

所得税，住民税には次のような控除があり，所得金額から差し引くことができます。 

種      類 
控 除 額 

所得税 住民税

障がい者控除 

（※） 

障がい者 

本人又は 

同一生計 

配偶者・ 

扶養親族 

・身体障がい者手帳 ３～６級の方 

・知的障がい者 療育手帳 B の方 

・精神障がい者手帳 ２～３級の方 など 

27 万円 26 万円

特別 

障がい者 

・身体障がい者手帳 １～２級の方 

・知的障がい者 療育手帳Ａの方 

・精神障がい者手帳 １級の方 

・寝たきりで複雑な介護が必要な方 など 

40 万円 30 万円

同居特別 

障がい者 

特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族

で，本人や配偶者，生計を一にする親族のどな

たかとの同居を常としている方 

75 万円 53 万円

ひとり親控除 

総所得金額等が４８万円以下の生計を一にする

子を有する独身の父母に該当する方で，住民票

上，婚姻と同様の関係にある人の記載がなく，

かつ，合計所得金額が５００万円以下の方 

35 万円 30 万円

○問 宇都宮税務署 

TEL 621-2151 

（自動音声案内） 

○問 市民税課  

個人市民税 

第１～第４グループ

TEL 632-2217,2233 

2221,2214 
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種      類 
控 除 額 

所得税 住民税

寡婦控除 

夫と離婚した後，婚姻していない方で，子以外

の扶養親族があり，住民票上，婚姻と同様の関

係にある人の記載がなく，かつ，合計所得金額

が 500 万円以下の方  
27 万円 26 万円

夫と死別した後，婚姻していない方，又は， 

夫が生死不明の方で，住民票上，婚姻と同様の

関係にある人の記載がなく，かつ，合計所得金

額が 500 万円以下の方  

配偶者控除 

７０歳以上の

控除対象配偶

者が  いる方

合計所得金額が 900 万円以下 

の方 
48 万円 38 万円

合 計 所 得 金 額 が 900 万 円 超 

950 万円以下の方 
32 万円 26 万円

合 計 所 得 金 額 が 950 万 円 超

1,000 万円以下の方 
16 万円 13 万円

合計所得金額が 1,000 万円超の

方 
適用なし 

７０歳未満の

控除対象配偶

者が  いる方

合計所得金額が 900 万円以下 

の方 
38 万円 33 万円

合 計 所 得 金 額 が 900 万 円 超 

950 万円以下の方 
26 万円 22 万円

合 計 所 得 金 額 が 950 万 円 超

1,000 万円以下の方 
13 万円 11 万円

合計所得金額が 1,000 万円超の

方 
適用なし 

医療費控除 
（支払った医療費 － 保険金などで補てんされる金額）— 

（総所得金額等×5％又は 10 万円のいずれか少ない額）【最高 200 万円】

医療費控除の特例 

（セルフメディケー

ション税制） 

（ＯＴＣ医薬品購入費 — 保険金などで補てんされる金額） — 1.2 万円【最高 8.8 万】

・医療費控除との併用はできません。 

・本人が健康保持増進や疾病予防への一定の取組（健康診断の

受診や予防接種など）を行っている必要があります。 

※ 障がい者控除は，16 歳未満の扶養親族及び合計所得金額が 1,000 万円を  超

える納税義務者の同一生計配偶者についても適用されます。 
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(3) おむつ代の確定申告等における医療費控除 

傷病によりおおむね６か月以上にわたり寝たきりであり，医師

の治療を受けている方のおむつ代は，医療費控除の対象となり 

ます。 

 

＜ 手続き ＞ 

確定申告書を提出する際に，確定申告書に『医療費控除の明細

書』を添付し，併せてその方の治療を行っている医師が発行した

『おむつ使用証明書（指定様式）』を，添付又は提示します。（お

むつ代の領収書について，確定申告等の際に添付又は提示は必要

ありませんが、明細書の記入内容を確認するため，税務署から提

示又は提出を求める場合がありますので，自宅で５年間保存して

ください。） 

なお，おむつ代についての医療費控除を受けることが２年目以降で介護保険法の 

要介護認定を受け一定の要件を満たしている方は，市長等が交付する『主治医意見書

内容確認書』を『おむつ使用証明書』に代えることができます。 

 

(4) 障がい者控除対象者認定書（税申告における障がい者控除）  

障がい者手帳を所持していなくても，精神や身体に障がいの 

ある満 65 歳以上の方で，その障がいの程度が，身体・知的   

又は精神障がい者に準ずる者として市長の認定を受けている方

については，障がい者控除を受けることができます。 

また，障がい者手帳等を所持している方（例：身体障がい者  

手帳 3～6 級相当）のうち，本制度により特別障がい者控除の  

対象になる方も，申請することができます。 

 

＜ 手続き ＞ 

・ 「障がい者控除対象者認定書交付申請書」を，高齢福祉課

認定審査グループ，障がい福祉課福祉サービスグループ， 

又は地区市民センター・各出張所にご提出ください。 

・ 認定された場合，「障がい者控除対象者認定書」が交付  

されますので確定申告等の税の申告の際にご利用ください。 

○問 宇都宮税務署 

TEL 621-2151 

（自動音声案内） 

○問 市民税課  

個人市民税 

第１～第４グループ

TEL 632-2217,2233 

2221,2214 

○問 高齢福祉課 

認定審査グループ 

TEL 632-2986 

○問 宇都宮税務署 

TEL 621-2151 

（自動音声案内） 

○問 高齢福祉課 

認定審査グループ 

TEL 632-2986 

○問 市民税課  

個人市民税 

第１～第４グループ

TEL 632-2217,2233 

2221,2214 

○問 障がい福祉課 

福祉サービスグループ

TEL 632-2361 
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(5) 年金制度 

＜ 老齢基礎年金 ＞ 

国民年金保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて 10

年以上ある方が，原則として 65 歳になったとき受けられる年金

です。 

 

＜ 老齢福祉年金 ＞ 

明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた方が受けられる年金ですが，所得制限や他の

公的年金受給による制限があります。 

 

＜ 遺族基礎年金 ＞ 

国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したときに，

その方の子のある配偶者又は子(18 歳到達年度の末日まで，1 級又は 2 級の障がいの

状態にあるときは 20 歳未満)に支給されます。ただし，保険料納付期間と免除期間

を合算して加入期間の 3 分の２以上あること等が条件です。 

詳しくは，保険年金課 国民年金グループにお問い合わせください。 

 

(6) 成年後見制度 

家庭裁判所に申立てをして後見人が選任されると，認知症等で

判断能力が不十分な方に代わり，財産の管理や介護保険，福祉 

サービスの契約などを後見人が行えます。判断能力に応じ，保

佐，補助の制度もあります。 

申立ての詳細は，宇都宮家庭裁判所に電話でお問い合わせ下さい。 

○問 保険年金課 

国民年金グループ 

TEL 632-2327 

○問 宇都宮家庭裁判所 

TEL 621-4854 
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(7) おもいやり駐車スペース利用証交付事業 

高齢者や障がいのある方などのための駐車スペースを適正に

ご利用いただくため，利用証を交付する事業です。 

 

対象者 必要書類・要件 

① 身体障がい者 身体障害者手帳（１～６級 １４区分） 

② 知的障がい者 療育手帳（障害の程度Ａ） 

③ 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳１級 

④ 要介護者 介護保険被保険者証 要介護１～５ 

⑤ 難病患者 特定医療費（指定難病）受給者証，通知書（特定医療費申請

結果），小児慢性特定疾病医療費受給者証，一般特定疾患医療

受給者証 

⑥ 妊産婦 母子健康手帳（原則として妊娠７ヶ月～産後１年） 

⑦ 傷病人 ・本人確認書類（運転免許証，保険証等） 

・交付申請書への医師の記入又は医師が歩行に配慮が必要な

期間を記入した診断書等 

※ 対象によって申請窓口が異なりますので，ご注意ください。 

＜ 利用証の交付 ＞ 

①～⑤：グリーン色，有効期限なし 

⑥～⑦：オレンジ色，有効期限あり 

 （交付時に有効期限を記入） 

＜ 交付場所 ＞ 

・ 栃木県（本庁，健康福祉センター） 

・ 県内市町（本庁，出先機関等） 

※ 本市では，本庁高齢福祉課，保健福祉総務課， 

障がい福祉課，子ども家庭課，保健所保健予防課， 

各地区市民センター，各出張所にて交付します。 

・ 障がい者団体等 

＜ 手続き ＞ 

・ 必要書類をご持参の上，交付場所まで直接お越しくだ 

さい。 

・ 要介護者の場合，要介護度が印字された，「介護保険被保険者証」（写しは不可）

を持参の上，交付場所まで直接お越しください。その場で交付いたします。 

・ 宇都宮市民以外であっても，栃木県に在住していることが確認できる場合は，

本市の交付場所での手続きが可能です。 

   ※ 郵送での手続きは受け付けておりませんが，栃木県保健福祉課でのみ電子申請 

システムでの申請が可能となりますので，詳しくは，こちらまでお問合せくださ

い。（ＴＥＬ：６２３－３０４７） 

○問 高齢福祉課 

企画グループ 

TEL 632-2903 

○問 保健福祉総務課 

地域共生企画グループ

TEL 632-2919
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(8) 高齢運転者等専用駐車区間制度 

官公庁や福祉施設，公園など施設の利用が見込まれる場所で 

ありながら駐車場が確保されていない又は足りない場所の付近

道路を公安委員会で指定し専用の道路標識を設置しました。 

この専用駐車区間で「専用場所駐車標章」を自動車前面ガラス

の内側の見やすい箇所に掲出してください。 

 

＜ 交付対象者 ＞ 

① ７０歳以上の高齢運転者 

② 妊娠中又は産後８週間以内の者 

③ 聴覚障害又は肢体不自由を理由に普通自動車免許に条件が付されている者 

※ 普通自動車免許を持った方が，上記いずれかの条件を満たした場合，標章交付

対象者となります。 

 

＜ 手続き ＞ 

 「専用場所駐車標章」の申請・交付は，住所地を管轄する警察署で受け付けること

ができます。 

詳しくは，最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。 

 

 
 

○問 栃木県警察本部 

交通規制課 

TEL 621-0110㈹ 

○問 各警察署 

中央 623-0110㈹ 

東  610-0110㈹ 

南  653-0110㈹ 
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(9) 「介護マーク」の配布 

高齢者や障がいのある方などを介護する方が，介護中に公共の

トイレ利用や買い物などをする際に，周囲から偏見や誤解を受け

ることのないよう，また，地域における日常的な支えあいづくり

を推進するため，介護マークを配付しています。 

本市では高齢福祉課及び障がい福祉課の窓口で配付してい 

ます。 

 

【介護マーク】 

 

 

制度については 

○問 栃木県高齢対策課 

地域支援担当 

TEL 623-3148 

配付については 

○問 高齢福祉課 

企画グループ 

TEL 632-2903 

○問 障がい福祉課 

企画グループ 

TEL 632-2353 
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